
特定施設（介護予防）入居者生活介護等利用契約に係る重要事項説明書

特定施設（介護予防）入居者生活介護等利用契約の締結にあたり、ご注意いただき

たい重要事項について、次のとおり説明いたします。

1 事業者の概要

事業者の名称 社会福祉法人 愛寿会

法人所在地 松山市来住町11 7 1番地 1

法人種別 社会福祉法人

代表者氏名 理事長長戸重幸

電話番号 089-970-7000 

2 施設の概要

施設の名称 グランドライフあいじゅ新JII 

施設の所在地 伊予市下吾川字北西原17 8 1番地1

開設年月日 平成25年 3月27日

指定番号 介護保険事業所番号3871000638号

定員 40名

管理者名 石川 英昭

電話番号 089-989-6412 

ファックス番号 089-982-8860 

3 職員の配置状況

（令和6年4月1日現在）

看護・介護 員
常勤 非常勤

常勤 指定基準

専 兼 専 兼
（常勤換算） 保有資格

関係職種 数
従 務 従 務

換算

管理者 1 1 1 1. 0 社会福祉任用資格

生活相談員 1 1 1 1. 0 介護福祉士

看護職員 4 1 1 2 2. 9 3 正・准看護師

介護職員 19 12 7 17. 9 3 : 1 
介護福祉士

介護職員初任者研修

攪能訓綾指魂員 1 1 0. 3 1.0 準看護師

計画作成担当者 1 1 1 1. 0 介護支援専門員



4 サービスの内容

(1)事業目的及び運営方針

グランドライフあいじゅ新川は、社会福祉法人愛寿会が、

事業目的
これまで培ってきた専門性豊かな介護技術を活かし、ハイ

レベルで真心のこもった介護サービスを提供し、地域に根

ざした介護付有料老人ホーム事業を展開して参ります。

1 入居者の尊厳の遵守を基本とします。

運営方針 2 良質で多様な介護サービスを提供します。

3 より充実した生活環境づくりに努めます。

(2)協力医療機関

医療機関の名称 社会医療法人仁友会南松山病院

院長名 谷水正人

所在地 松山市朝生田町1丁目 3番10号

電話番号 089-941-8255 

診療科 緊急指定病院 内科・外科・整形外科・泌尿器科・眼科

放射線科・リハビリテーション科・人工透析センター

入院設備 ベッド数 360床

契約の概要 入居者が入院加療または通院を必要とする場合、必要な

医療の対応をお願いしています。

医療機関の名称 ながと脳神経外科・心療内科クリニック

院長名 長戸重幸

所在地 松山市余戸西3丁目 9-22

電話番号 089-994-5700 

診療科 脳神経外科・心療内科

契約の概要 在宅療養支援診療所として、 24時間訪問の体制を整え

月2回定期的に施設を訪問し、診療が受けられます。

医療機関の名称 医療法人 尾崎歯科医院

院長名 尾崎徳任

所在地 松山市上野町甲 206番地1

電話番号 089-963-1020 

契約の概要 歯科医師の診察治療が施設内で受けられます。
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5 施設及び設備等の状況

設備の種類 部屋等の数量 面積（m2) 備 考

居 室 40（総て個室） 19. 24~19. 61 便所：有 浴室：無

居間・食堂 4 171.80 2~3階

個浴 4 37.88 2~3階

浴室 機械 1 35.11 2階

一般 1 35.11 3階

便 所 6 33.19 2~3階

医務室（健康管
2階

理室）
1 19.23 

相 談 室 1 27.16 1階応接室兼用

会 議 室 1 35.87 1階

洗濯室 2 33.88 2~3階

汚物処理室 2 18.62 2~3階

カラオケルーム 1 

多目的ホール 1 208.73 1階ステージ含む

6 職員の職種・勤務体制及び職務の内容

従業者の職種 勤務体制 休暇 職務内容

管理者 ・日勤
管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の

（ホーム長） (8: 30~17 : 30) 4週8休 管理を一元的に行う。

生活相談員 ・日勤 ご入居者の心身の状況、環境等を把握し、常

(8: 30~17 : 30) 4過8休 時必要な相談及び社会生活に必要な支援を行

う。

計画作成担当者 ご入居者の心身の状況、希望及びその置かれ

・日勤 ている環境を踏まえて、介護計画を作成す

(8: 30~17: 30) 4週8休 る。

・早出
入居者の自立の支援と日常生活の充実に資

するよう、適切な技術をもって介護を行う。
(7: 30~16: 30) 

なお、看護職員及び介護職員は、要介護者
・日勤

4週8休 の指定（介護予防）特定施設入居者生活介護
(8: 30~17 : 30) 

介護職員 の提供を行うが、要介護者等のサービス利用
・遅出

に支障がない時は、要介護者等以外の入居者
(10: 00~19 • 00) 

にサービスの提供を行う。
・夜勤

常に入居者の健康の状況に注意すると共
(16 : 30~9 : 30) 

に、健康保持のための適切な措置を講じる。
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• 13勤

(8: 30~17 : 30) 
常に入居者の健康の状況に注意すると共に、

看護職員 ・看護職員 1名は、 4週8休
健康保持のための適切な措置を講じる。

夜間常時連絡体制あ

り

機能訓練事項
・日勤 入居者の訓練機能を行います。

(8 : 30~17 : 30) 
4週8休

・早出 入居者の食事の献立にあたる。

(6: 00~15 : 00) 

・日勤

入居者の食事の調理にあたる。

栄養士・額理員 4週8休
(8: 30~17 : 30) 

・遅出

(10 : 00~19 : 00) 

7 介護サービスの概要

種 頚 内 容

・栄養士による献立表により、栄養と入居者の身体状況に配慮し

食 事 たバラエティに富んだ食事を提供します。

•朝食 7 : 50~8: 50・昼食 11 : 50~12:50・タ食 17:50~18:50 

・要介護・要支援者については、週2回の入浴を行います。

入 浴 ・寝たきり等で座位のとれない方は機械浴槽を使用しての入浴も

可能です。入浴できない場合は清拭等を行います。

•おむつを使用するなど、入居者の状況に応じて適切な排せつ介
排 泄 助を行うとともに、排せつの自立についても援助します。

・寝たきり防止のため、できる限り離床に配慮します。

着替え等 •生活のリズムを考え、毎朝夕の滸替えを行うよう声掛け・援助

の介助 します。

・個人の尊厳に配慮し、適切な整容が行われるよう援助します。

・シーツ交換は週 1回実施します。

機能訓練
・看護職員が入居者の状況に適合した機能訓練を行い、生活機能

の維持・改善に努めます。

・緊急時の場合は、看護職員が主治医、協力医療機関、救急医療

機関等へ責任をもって引継ぎます。
健康管理 ・入居者が医療機関に通院する場合は、その介添えについて可能

な限り配慮します。
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相談・援助
・入居者及びご家族からの相談については、生活相談員が誠意を

もって応じ、可能な限り必要な援助を行うよう努めます。

サービスの ．感染症管理体制の強化及び介護事故に対する安全管理体制の強

質の確保等 化のため、毎月各種研修会を実施しています。

8 サービスの利用料金

(1)介護保険給付サービス負担額

《介護保険料の負担：1カ月30日の場合》

利用者の要介護度等
要支援 1 要支援2 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5

利用者の負担額(1割） 5,490 9.390 16,260 18,270 20,370 22.320 24,390 

利用者の負担額(2苔ll) 10,980 1 8,780 32,520 36,540 40,740 44,640 48,780 

利用料の負担額(3書ll) 16,470 28,170 48,780 54.810 61,110 66,960 73,170 

（単位：円）

(2)—①夜間看護体制加算・・・看護師が不在の夜間において看護職員への連絡体制を確保し、入

居者が安心して生活できる健康管理体制を整えます。（別紙1のとおり）要介護以上

1割の場合

9円／日

2割の場合

18円／日

3割の場合

27円／日

(2)—②協力 医療機関連携加算...協力医療機関又は主治医に受診する場合、当該入居者の同意を碍て、施

設が入居者の健康状態を継続的に記録している情報について受診医療機関へ月 1回以上提供します。（別紙3のとおり）

1割の場合

100円／月

2割の場合

200円／月

3割の場合

300円／月

(2)—③看取り介護加算…医師の医学的所見に基づき回復が見込めないと診断された場合、

入居者又は家族の同意を得て、入居者の介護にかかる計画が作成されます。

※ (2)—①が算定されている場合に限ります。

※ (2) —①、 (2)—③は施設の看護体制により変更になる事があります。

1割の場合 2割の場合 3割の場合

死亡日以前31日～45日 72円／日 144円／日 216円／日

死亡日以前4~30日 144円／日 288円／日 432円／日

死亡日前日及び前々日 680円／日 1,360円／日 2,040円／日

死亡日 1,280円／日 2,560円／日 3,840円／日

(2)—④サービス捷供体制強化加算m… 1 介護福祉士 50％以上 2 常勤職員 75%

3 7年以上の職員が30％以上のいずれかに該当する場合

1割の場合

6円／日

2割の場合

12円／日

3割の場合

18円／日
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介護職員等処遇改善加算(n)

所定単位数の特定施設入居者生活介護の加算率（12.2%)を乗じる。

(2)—⑤口腔・栄養スクリーニング加算（1 ）… 6月ごとに入居者の口腔の健康状態・栄養状態

について確認を行い、当該情報を介護支援専門員に提供していること

1割の場合

20円／月

2割の場合

40円／月

3割の場合

60円／月

(2) —⑥退院·退所時連携加算・・・医療提供施設を退院・退所して特定施設に入居する利用を

受け入れした場合に算定。（入居してから 30日以内に限る。）

1割の場合

30円／日

2割の場合

60円／日

3割の場合

90円／日

(2)—⑦科学的介護推進体制加算•••利用者ごとの ADL 値、栄養状態、口腔機能、認知症の
状況その他の入居者の心身の状況等にかかる基本的な情報を厚生労働省に提出し、必

要に応じて特定施設サービス計画を見直すなど、サービスを適切かつ有効に提供するた

めに必要な情報を活用している場合。

1割の場合

40円／月

2割の場合

80円／月

3割の場合

120円／月

(2)—⑧ ADL 維持等加算•••利用者全員について、利用開始月とその 6 ヶ月後において ADL を
評価・測定し、測定値をLIFEで厚生労働省に提出し、ADL利得の平均値が 1以上である場

合。（なお、算定期間は評価対象期間の翌月 1年間）

1割の場合 2割の場合

30円／月 60円／月

3割の場合

90円／月

(3)介護保険給付以外のサービスの概要と利用料金

① 食事提供に要する費用（食材料費及び調理費）

居室に要する費用

家賃・・ •46,000 円 （注）月途中の入居の場合は日割りになります。

月額

(30日の場合）

1日
1日の食事代の内訳

朝 1 昼 1 夜

45.000円（税込)| 1,500円 I 400円 l 550円 | 550円
（注）食事日の3日前までに欠食届けがない場合は、食事を用意するので食事代を要します。
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(4)介護保険給1寸外の追加サービス
番

追加サービスの内容 単位 金額 備 考
号

1 追加入浴（週3回目から） 1回 1,000円

2 追加特浴（週3回目から） 1回 1,000円

3 通院介助（協力医療機関以外） 1時間 1,500円
職員1名固行。
交通費は実費別途負担

4 特別食（外注等の場合） 1食 実費負担

5 嗜好品（おやつ等） 1食 実費負担

6 理容・美容サービス 1回 実費負担
理・美容室でサービスが受けられま
す。

定額5580円 ドライクリーニング別途料金

7 私物の洗濯代 実費負担 入・退院`入・退居（日割り）
I日180円

8 
買物等の代行

1回 1,500円 日常生活圏域内は無料です。
（日常生活圏域以外の場合）

， 金銭の管理（原則本人管理） 月 1,000円 止むを得ない場合に限ります。

10 
入退院の同行介助

1時問 1,500円
原則家族対応。止むを得ない場合

（協力医療機関以外の場合） に限ります。交通費実費別途負担

11 入院中の洗濯物交換・買物等 1回 1,500円
原則家族対応。止むを得ない場合
に限ります。交通費実費別途負担

12 インフルエンザの予防接種代 実費負担

13 胸部レントゲン検査料 実費負担

9 介護サービスの提供記録

(I)ご入居者の介護サービスについては、提供記録を作成するとともに、完結の日から5年間

保存します。

(2)ご入居者は施設に対し、記録の閲覧及び謄写を求めることができます。但し、 2年を超える

ものに関しましては資料準備が必要な為、手数料を頂きます。 1回 1,000円

となります。

1 0 医療、介護体制について

(1) 夜間は看護職員が不在の為、緊急時は連絡により駆けつけるオンコール体制です。

(2) 礁下機能障害のあるご入居者の場合｀食事やつばの飲み込み等で誤暁を起こすことが

あります。当施設では細心の注意を払い介助をしていますが、誤暁を完全に防ぐこと

は不可能な事をご理解ください。

(3) 徘徊や下肢筋力の低下しているご入居者に対しては、付き添いや見守りには最善の支

援を行いますが、 24時間におけるマンツーマンの介護は困難なため、転倒による怪

我等の可能性があることをご理解ください。

1 1 苦情の受付について
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{ 1) 当施設における苦情の受付

当施設における苦情やご相談は面接・電話・書面などにより以下の専用窓口で受け付け

ます。また、苦情受付ボックス「ご意見箱」を総合受付に設置しています。

なお、第三者委員に直接苦情を申し出ることもできます。

・受付担当者 生活相談員

苦情受付担当者 ・受付の時間 月曜日～金曜日 午前9時～午後5時

時間・場所等 ・受付場所等 受付ロピー、苦情ボックス「ご意見箱」

・電 I舌 089-989-6412 FAX 089-982-8860 

•池田一男 電話 089-983-2728 

第三者委員
•久保貴子 電話 090-2825-6048 

・武市 冬治子 電話 089-982-3938 

・西森 美代子 電話 089-983-5091 

(2)行政機関その他の苦情受付機関

所在地伊予市米湊820

伊予市長寿介護課 対応時間平日 8時30分～17時 15分

電話 (089)982-1111 FAX (089) 983-3681 

愛媛県社会福祉協猿会 所在地松山市持田町3-8-15

愛媛県福祉サービス運営 対応時間平日 9時～12時 !3時～16時30分

適正化委員会 電話 (089)998-3477 F AX  (089) 921-8939 

愛媛県国民健康保険団体連
所在地松山市高岡町 LOl-l

対応時間平日 8時30分～17時 l5分
合会介護・事業課

電話 (089)968-8700 F AX  (089) 968-8717 

1 2 非常災害時の対策

非常時の 「社会福祉法人愛寿会防災管理運堂規程」「グランドライフあい

対応 じゅ新川消防計画」による。

平常時の 夜間及び昼間を想定した避難訓練を、入居者にも参加していただき

訓練等 年2回実施する。

設備名称 設置状況 設備名称 設置状況

防災設備 スプリンクラー あり 防火扉 あり

設置状況 非常階段 あり 屋内消火栓 あり

自動火災報知機 あり 非常通報装置 あり

誘導灯 あり 漏電火災報知機 あり

ガス漏れ報知機 あり 非常用電源 あり

消防計画 消防署届出日 令和5年4月1日

等 防火管理者 石川英昭

1 3 施設内での留意事項
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ご来訪者は面会時間 (9時00分～20時00分）を遵守

し、面会簿に記入願います。

ご来訪・面会 ご来訪者が宿泊する場合には、許可を得てください。

感染の理由により、施設として面会時間を制限させてい

ただくことがあります。

外出・外泊 外出外泊の際は、行先と時間を職員に申出ください。

居室・設備・器具の
施設の設備や器具は用法に従ってご利用ください。

これに反したご利用により破損等が生じた場合は、賠償
利用

していただくことがあります。

喫煙・飲酒 喫煙は、基本的には禁止となっています。

迷惑行為 騒音等他の入所者の迷惑になる行為はご遠慮願います。

宗教活動・政治活動 施設内での宗教活動及び政治活動はご遠慮ください。

動物の飼育 施設内ヘペットの持ち込み及び飼育はお断りします。

14事故発生時の対応

①施設は、事故が発生した場合は、速やかにご入居者の家族、市町村、居宅支援事業所等に

連絡を行なうとともに必要な措置を講じます。

② 介護事業者は、前項事故の状況及び事故に際して採った措置について、記録します。

③ 事業所は、車業サービスの提供により賠償事故が発生した場合には、速やかに損害賠償

を行うものとします。

15虐待防止

1 ご入居者の人権を擁護し、虐待の発生又はその再発を防止するため、次のとおりとする。

(1) 虐待防止のための対策を検討する虐待防止委員会を定期的に開催し、その結果を職員

に周知する。

(2) 虐待防止のための指針を整備する。

(3) 職員に対し、虐待を防止するための研修を年2回以上実施する。

2 サービス提供中に、当該事業所輯員による虐待を受けたと思われる入居者を発見した場合は、

速やかに、これを市町村に通知するものとする。

16身体拘束適正化等

1 ご入居者の生命又は身体を保護するため、緊急やむ得ない場合を除き、身体拘束その他入居

者の行動を制限する行為は行わない。

2 やむ得ず身体拘束を行う場合には、その状況等を記録するものとし、身体拘束等の適正化を

図るため、次のとおりとする。

(1) 身体拘束適正化のための対策を検討する身体拘束適正化委員会を 3ヶ月毎に定期的に

開催し、その結果を職員に周知する。

(2) 身体拘束等適正化のための指針を整備する。

(3) 職員に対し、身体拘束を防止するための研修を年 2回以上実施する。

，
 



17 業務継続計画の策定等

1 感染症や非常災害の発生時において、入居者に対する特定施設生活介護（介護予防特定施

設生活介護）のサービスの提供を継続的に実施し、非常時で早期の業務再開を図るための計

画（以下「業務継続計画という。」を策定する。また、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必

要に応じて業務継続計画の変更を行う。

2 職員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施

するものとする。

18サービス提供事業者の養務

①ご入居者の生命、身体、財産の安全・確保に配慮します。

②ご入居者に対する身体的拘束その他の行動を制限する行為を行いません。

ただし、ご契約者又は他の入居者等の生命・身体を保護するため、緊急やむ得ない場合は、

記録を記載するなど適正な手続きにより身体等を拘束する場合があります。

③ご入居者ヘサービス提供時、病状の急変等が生じた場合には、速やかに主治医、協力医療

機関、緊急医療機関等への連絡を行うとともに、必要な処置を講じます。

④職員は、サービスを提供するにあたって知り得たご入居者又はご家族等に関する事項につい

て、第三者に遺漏しません。（プライバシーの守秘義務を順守します。）ただし、ご入居者の

健康面で医療機関等に対して緊急な情報提供の必要性がある場合には、ご入居者の心身等

の情報を提供します。

19個人情報に係る確認・同意事項

ご入居者及びご家族に属する個人情報について、グランドライフあいじゅ新川において

は、次の目的を達成するために必要最小限度の範囲内において、提供、使用または収集

します

1 利用期間

介護サービス提供に必要な期間または施設入居期間中

2 利用目的

①介護保険の認定申請•更新・変更のため
②ご入居者に関わる介護計画（ケアプラン）を立案し、円滑にサービスが提供されるた

めに実施するサービス担当者会議での情報提供のため

③医療機関、福祉事業者、介護支援専門員、介護サービス事業者、自治体（保険者）、

その他社会福祉団体等との連絡調整のため

④ご入居者が医療サービスを希望している場合および主治医等の意見を求める必要のあ

る場合

⑤ご入居者の利用する介護事業所内のカンファレンスを行なう必要が生じた場合

⑥行政の開催する評価会議、サーピス担当者会議の開催上、必要となった場合

⑦その他介護サービスの提供上、必要となった場合

⑧上記各号に係らず、緊急を要する場合の連絡先等を通報する場合

3 使用条件

①目的外の使用を行わないこと。

②サービス契約期間終了後においても、知り得た個人情報は第三者等に漏らさないこと。

③個人情報の記録物については、入居者及び家族から開示請求が合った場合、その記録

の開示を行なうこと。
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介護付有料老人ホーム グランドライフあいじゅ新
川（特定施設（介護予防）入居者生活介護等利用契約
書）のサービスを利用するに当たり、本書面に基づき
重要事項の説明を受けました。

説明内容については、入居者並びに身元引受人とも
に理解いたしましたので、重要事項説明書の内容に同
意します。

令和年月日

入居者氏名．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

身元弓I受人氏名．．．．．．．．．．．…．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．..…...........

説明職員職氏名．．．． ．．．．．．．．．．．．．．．． ．．．．．．．．…………•••……………•

（附則）

この指針は、平成25年3月27日より施行する。

この指針は、平成27年4月 1日一部改正により施行する。

この指針は、平成29年8月 1日一部改正により施行する。

この指針は、平成29年12月1日一部改正により施行する。

この指針は、令和 2年4月1日一部改正により実施する。
この指針は、令和4年 7月1日一部改正により実施する。

この指針は、令和4年10月 1日一部改正により実施する。
この指針は、令和4年12月5日一部改正により実施する。
この指針は、令和5年4月1日一部改正により実施する。

この指針は、令和6年4月1日一部改正により実施する。
この指針は、令和6年 6月1日一部改正により実施する。
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別紙様式

重要事項説明書

記人年月 E 令和 年 月 H 

記入者名 石川 英昭

所属・職名 グランドライフあいじゅ祈川

施設長

※ サービス付き高齢者向け住宅の登録を受けている有料老人ホームについては、「登録

申請書の添付害類等の参考とする様式について（平成 23年 10月 7日付け）旱牛労働省老

健局布齢者支援課長・国」：交通省住宅局安心届住推進課長事務連絡）」の別紙 4の記載

内容を合わせて記載して差し支えありません。その場合、以下の 1から 3まで及び 6の

肉容については、別紙4の記載内容で説明されているものとみなし、欄『体を削除して

差し支えありません。

1.事業主体概要

稲類 個人／紐心

※法人の場合、その種類 社会福祉法人

名称 （ふりがな） しゃかいふくしほうじん あいじゅかい

社会罹祉法人 愛寿会

七たる事務所の所｛土地 〒791-1102 愛媛貼松山1行米住町 ll71番地1

連絡先 面；話番号 089-970-7000 （代表）

FAX番号 089-948-8361 

メールアドレス aijukai@cronos.ocn.ne.jp 

ホームページアドレス htt:Q://wwwaijukai・grou12.com 

代表者 氏名 長戸 誼幸

職名 理事長

設吃年月日 昭和 59年 9月 29)J 

主な実施事業 ※別添1 （別に火施する介護サービス覧衣）

ー



2.有料老人ホーム事業の概要

（住まいの概要）

名称 （ふりがな）ぐらんどらいふ あしヽ じゅ しんかわ

グランドライフあいじゅ新）II

所在地 〒799-3Lll

受媛県伊了9市下台）1|字北西原17 8 1番地1

主な利用交通手段 最寄駅 新川駅

交通手段と所要時間 伊予欽郡中線新川駅より徒歩で約5分 (300m)

連絡化 電話番号 089-989-6412 

FAX番り 089-982-8860 

メールアドレス aijushinkmva@cronos. ocn. ne. j12 

ホームページアドレス ht皿//wwwaijukai ・grou12.com/ 

管理者 氏名 石JII 英昭

職名 施設長

建物の竣上Fl 平成 25年 3月 23 Fl 

有料老人ホーム事業の開始日 、に成 25年 3月 27 U 

（類型）【表示事項】

い ）介護付（般型特定施設人居者生活介謡を提供する場合）

2 介護付（外部サービス利用型特定施設入居者生活介護を捉供する場合）

3 住宅型

4 健康型

l又は 2に 介護保険事業者番乃 3871000638 

該当する場 指定した自治体名 愛媛県

合 事業所の指定El 平成 25年 3月 27日

指定の更新日（直近） 平成 3 1年 3月 27 E 

3. 建物概要

J.:池 敷地面積 13,491. Om" 

所有関係 0)事染名が自ら所有する上地
2 事業者が貨借するt地 （酋通賃惜・定期賃借）

柩当権の有無 l あり 2 なし

契約期間 1 あり（ 年 月 日～年 月 R) 

2 なし

契約の自動更新 1 あり 2 なし

2
 



建物 延床而積 全体 3, 087. 1可

うち、老人ホーム部分 2, 758. 45nf 

耐火構造 ①耐火建築物

2 準耐火建築物

3 その他（ ） 

構造 の鉄筋コンクリート造

2 鉄骨造

3 木造

4 その他（ ） 

所有関係 (1)事業者が自ら所有する建物

2 事業者が賃借する建物 （酋通賃借 ・定期賃借）

祗当権の設定 1 あり 2 なし

契約期間 1 あり（年 月 日～年月 日）

2 なし

契約の自動更新 1 あり 2 なし

居室の状況 汀）全室個至 （縁故者居室を含む）

居宰区分 2 相部屋あり

【表示事項】 最少 人部屋

最大 人部屋

トイレ 浴至 面積 戸数・宰数 区分※

タイプ1 傭／無 有パ蔦） 19.24rrf 2 介護居宅個奎

タイプ2 層／無 有人雹 19.32rrr 32 介護居室個室

タイプ3 （肴／無 有人無 19. 66 nf 6 介護居室個塞

タイプ4 有／無 有／無 可

タイプ5 有／無 有／無 m2  

タイプ6 有／無 有／無 m2  

タイプ7 有／無 有／無 m2  

タイプ8 有／無 有／無
2 
m 

タイプ9 有／無 有／無 m2  

タイプ10 布／無 有／無
g 
m 

※「一般屈室個室J「一般届至和部屋」 l介護居室饂室」「介護居室相部橙II •時介護室」の別を記入。

共用施設 共用便所における
6ヶ所

うち男女別の対応が可能な便房 1ヶ所

便房 うち車椅子等の対応が口［能な使房 1ヶ所

共用浴室 5ヶ所
個奎 4ヶ所

大浴場 1ヶ所

共用浴室における 1ヶ所 チェアー浴 lヶ所
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介護浴槽 リフト浴 ヶ所

ストレッチャー浴 ヶ所

その他（特殊浴槽） 1ヶ所

食堂 (1)あり 2 なし

入居者や家族が利 1 あり 巴）なし

mできる調理設備
エレベーター 喜

あり（車椅子対応）

あり（ストレッチャー対応）

3 あり（上記1• 2に該当しない）

4 なし

消防用設備 消火器 ①ぁり 2 なし

等 自動火災報知設備 疋あり 2 なし

火災通報設備 '"1)あり 2 なし

スプリンクラー ①あり 2 なし

防火管理者 〇あり 2 なし

防災計画 ｀あり 2 なし

居至 便所 浴室 その他（ ） 

緊急通報装 〇ぁり ｀〉あり C)ぁり 1 あり

置等 2 一部あり 2 一部あり 2 一部あり 2 一部あり

3 なし 3 なし 3 なし 3 なし

その他

4.サービスの内容

（全体の方針）

運営に関する方針 入居者の咋厳を肢守し、良質で多様な介護サービス

を提供し充実した生活環境づくりに努めます。

サービスの提供内容に閲する特色 利用しやすい価格設定で、ニーズを的確に把捉した

良哲で多様なサーピスを提供します。

入浴、排せつ又は食事の介護 (T')自ら実施 2 委託 3 なし

食事の提供 灯、 自ら実施 2 委託 3 なし

洗濯、掃除等の家事の供与 ¥1)自ら実施 2 委託 3 なし

建康管理の供与
I/ 1 
ビら実施 2 委託 3 なし

安否確認又は状況杷握サービス
ア
戸ら実施 委託 なし1 2 3 

生活相談サービス I¥ 1 自ら尖施 2 委託 3 なし
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（介護サービスの内容） ※特定施設入居者生活介護等の提供を行っていない場合は省略可能

特定施設人居名牛活介簸0)加算 人居継続支援加算 ①なし 2 あり

の対象となるサービスの体制の
テクノロジーの導入

Qなし有無 2 あり
（入居継続文援加算糊係）

牛活機能向上連携加算 汀なし 2 あり
（令和6年 6月 1日現在）

個別機能訓練加算 □)なし 2 あり
A[)l．維持等加算（申出）

Qなし あり2 
の有無

夜間看護体制加位 りなし 2 あり

若年性認知症人居吝受
⑦なし 2 あり

人加算

科学的介護推進体制）J［]
1 なし⑦あり

符．

協力伝療機関連携加算 1 なし①ぁり

11腔・栄養スクリーニン
1 なし①あり

グ加算

退院・退所時連携加算 1 なし①ぁり

看取り介護加怜 l)なし 2 あり

認知症専門ケア加算 ①なし 2 加算 I 3 加節I]

サービス提供体制強化 り）なし 2 加算 l 3 加鈴：II

加算 4 加／爵：Ill

介護釉員等処遇改器加 1 なし 2 加算1(り加算ll

算 4 加符Ill 5 加算JV 6 加算v

人只配置が手厚い介設サービス 1 あり l （介護・看護職員の配慨率） ::1 : l 

の実施の有無 足）なし
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（医療連携の内容）
T • `..~ • -- • 9 - - -

医療支援 〇救急車の手配

※複数選択叶 2 入退院の付き添い

巳通院介助

4 その他（ ） 

協力区療機関 1 名称 ながと脳神経外科・心放内科クリニック

住所 愛媛県松山市余戸西3-9-2 2 

診療科目 脳神経外科・心療内科

協力科H 外来・訪間診板

協）］内容 健康相談、健康診断、受診、治療、その他医療わ為全般

2 名称 南松山病院

住所 愛媛県松山市朝生田町—·丁目 3 番 10 砂

診療科目 内科・外科・整）f多外科・脳神経外科・泌尿器科・眼科・形成外科

協）j科目 肉科・救形外科他

協力肉容 健康柑談、健康診断、受診、治療、その他19f療行為全般

協力歯科匡療機関 名称 尾崎歯科医院

住所 愛媛県松山市上野町206-1

協）J内容 佑科柑談、治叛、訪問診療、その他歯科医療行為全般

（入居後に居室を住み替える場合）※住み替えを行っていない場合は省略可能

人居後に居宰を住み替える場合 1 忙時介護室へ移る場合

※複数選択叫 ⑦囀居宅へ移る協合

3 その他（ ） 

判断基準の朴］容 常時介獲が必要となった楊合、該当する空宰がある場合住み杵えを

する C

手続きの肉容 主袷医(/)忌見を聞き、本人・身元引受人の同店を得る。

追加的費用の有無 1 あり (2 なし

居室利用権の取扱い 住み替え後の居宰に移行

前払金償却の調整の有無 1 あり (2)なし

従面の居室との 面積の増減 1 あり (2)なし

仕様の変更 便所の変更 1 あり 他）なし

浴至の変更 1 あり (2)なし

洗面所の変更 1 あり (2)なし

台所の変更 1 あり (2)なし

その他の変更 （変更内容）
1 あり

厄なし
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（入居に関する要件）

入居対象となる者 『立している者 I/ 1)あり 2 なし

（表示事項】 要支援の者 ¥1)あり 2 なし

要介護の者 <1)あり 2 なし

留意事項 なし

契約解除の内容 ① 契約書等に虚偽の事項を記載するなど、不正手段によって入店した楊合

② 正当な理由がなくて、利用料を納入しない湯合，

R 契約言第20条の規定（危険物の持込み禁止）に達反した場合

④入居者の行動が他の入后者又は従哭員に危害を及ぽした楊合、又は切迫

した厄箸の恐れがある場合で、かつ施設における通常の介護方法では防

止できないとき

事業主体から解約を求める場合
解約条項 人居契約苔第29条

解約予告期間 3ヶ月 (9 0日間）

人居者からの解約予告期間 1ヶJ-l (30日）

体験人居の休」容 Q）あり（内容：入居希望者等に対して一泊2日4.000円。

食事代は、別途（朝食400円 昼fi50円 夕食550円）の負担とな

ります

2 なし

入居定員 4 0人

その他 身元引受人が設定できない協合は要相談

5.職員体制

※有料老人ホームの職員について記載すること（同一法人が運営する他の事業所の職員については記載

する必要はありません）。

（職種別の職員数）

＼ 
職員数（実人数） ［令和6年 4月 1日現在】 常勤換鉢人数

合計
※ 1※2 

常勤 非常勤

管理者 1 1 1, 0 

生活相談員 I I l. 0 

直接処遇職員 23 11 ， 18. 9 

介護職員 l 9 12 7 17.9 

石護職員 4 2 2 2. 9 

機能訓練指袢員 1 1 0. 3 

計両作成担当者 l 1 LO 
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栄蓑I: 1 1 1.0 

調理員 5 2 3 3. 6 

事務負 I l 1.0 

その他載員 1 

゜
l 0. 7 

1週間のうち、常勁の従業者が勤務すべき時間数紅 40 

※1 常勤換符人数とは、当該亨染所の従業者の勤務延時閣数を当該事業所において常勤の従業者が

勤務すべき時間数で除することにより、当該事業所の従業者の人数を常勤の従業者の人数に換

算した人数をいう。

※2 特定施設入居者生活介護等を提供しない場合は、記入不要。

（資格を有している介護職員の人数） ．
`―---•一·疇一

疇ー一 疇 ー・

＼ 
合計

常WJJ 非常勤

社会福祉＋

゜ ゜ ゜介護悩祉士 10 8 2 

実務者餅修の修了者 1 1 

（旧基儲研修・ 1級過程）

初任者研修の修了者 7 3 1 

(11::l 2級過程）

介護支援専門員 1 1 

゜
（資格を有している機能訓練指導員の人数）

¥ 合計

常勤 非常勤

肴護師又は准石護師 4 2 2 

理学療法士

作業療法j:

言語聴覚士

柔道整復 I:

あん摩マッサージ指圧師

はり師

きゅう師
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（夜勤を行う看護・介護職員の人数）
`―マー—- -冒ー 一 ••• 一 冒一疇一—·

夜勤帯の設定時間 (16時30分～翌朝9時30分）

----- 平均人数 最少時人数（休憩者等を除く）

石護職員 0人 0人

介護職貝 2人 2人

（特定施設入居者生活介護等の提供体制）

特定施設入居者牛活介護の 契約上の識員配置比乎墨 a 1. 5 : l以上

利用者に対する看護・介護職 【表示事項】 b 2 : l以卜．

員の割合 C 2. 5 : 1以上

（一般型特定施設以外の場 ⑦ 3 : l以卜．
合、本欄は省略可能） 実際の配置比率

（記人日時点での利用者数：常勤換符職員数） 2. I : l 

※広告、パンフレット等における記載内容に合致するものを選択

外部サービス利用邸特定施設である有料 ホームの載員数 ＼ 人

老人ホームの介護サービス提供体制（外部 訪問介護亨染所の名称 ＼ 
サービス利用型特定施設以外の場合、本欄 訪閲看鍍事業所の名称 ¥ 
は省略可能） 通所介護事業所の名称 ＼ 

（職員の状況） 1/1

他の職務との兼務 1 あり （りなし

管兜者
業務に係る資格等 ¥1)あり

1資格等の名称 I 社会福祉任用資格

2 なし

石護職員 介護職員 生活相談貝 機能訓練指導員 計画作成担当者

常勤 非常勤 常勤 非常勤 常勤 非常勤 常勤 非常勤 常勤 非常勤

前年度1年間の

採用者数 1 5 3 

前年度1年間の

速載者数 1 2 

よ胃
1年未満 l 6 2 

1年以上にに
応従 3年未満 2 2 
じ事
たし 3年以上 I 

職た
5年未満

゜
員経 2 

の験 5年以上 2 1 2 1 l 

，
 



10年末満

10年以上
I I 

従業者の健康診断の実施状況

2
 

2 なし

6.利用料金

（利用料金の支払い方法）

居住の権利形態
ビ）利用権方式

2 建物貨貸借方式
【表示事項）

終身建物賃貸借方式3 

l 全額前払い方式

2 一部前払い・一部月払い方式

利用料金の支払い方式 (3)月払い力式

【表示事項］ 1 仝客直前払い方式
4 選択方式

2 一部前払い・一部H払い方式
※該当する方式を仝て選択

月払い方式3 

年齢に応じた金額設定 1 あり (2) なし

要介護状態に応じた金額設定 1 あり (2)なし

入院等による不在時における 1 減額なし

利用料金（月払い）の販扱い O)日割り計算で減額（食費のみ）
3 不在期問が 且以上の場合に限り、日割り計算で浪額

利m料金 条件 物価変動、人件費t昇により、 2年に 1回改定する場合がある，

の改定 手続き 運営懇談会の意見を聴く。

（利用料金のプラン【代表的なプランを2例】）

プラン1 プラン2

入居者の状 要介護度 目立者 要介護4

況 年齢 8 0歳 9 1政

居室の状況 床面積 19. 24rrf 19.66n:f 

便所 丘＼h― 2 細‘‘‘ 灯う有 2 無

浴至 1 有 (2)無 1 有 (2)無

台所 1 布→ (2)無 l 有 (2')無

入居時点で 前払金 0円 0「l

必要な符用 敷金 92, ouori 92, 000円

月額費用の合計 1 4灼 800円 141, 120円
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家賃 46, OOOPl 46, 000円

特定施設入居者生活介護※ 1の費用 0円 22, 320円

サ 食費 (1月が30日の湯介）税込 45, 000円 4 5, 0 0 01--Y 

l 五 管理費 27, 800円 27,800円
ビ
ス 贔 介護費用 0円 0円
費
用 外 光熱水西 実費 実費※ 

2 

その他（生活支援費） 30, 000円 0円

※ l 介護予防・地域密岩型の楊合を含む。

※2 有料老人ホームギ業として受領する費用（訪間介護などの介護保険サービスに関わる介護費用

は、同一法人によって提供される介護サービスであっても、本欄には記入していない）

（注） NHK受信料については、入居者が個々で契約して負担してください。

（利用料金の算定根拠）.. ~ ---.― --------

費目 算定根拠

家貨 居主1可当り約 2,400円

敷金 家貨の2ヶ月分

介誰費用 （自立）杓立者に対する一時的な介護費用

（要支援・坐介護者）上乗せ介護賞なし

管理荘 施設全体の連営・維持に係る経費、管理部門にかかる経費と人件袋等

食貨 1 H l,SOO円（朝食4001g、昼食550円、夕食550円） （税込）

光熱水費 竜気代（個別メーター設置） 水道代は管理費に含む

利用者の個別的な選択に 別添2参照

よるサービス利Jll料

その他のサービス利用料 牛活支援貸 1, 000円／日額

（特定施設入居者生活介護に関する利用料金の算定根拠）※特定施設入居者生活介護等の提供を行って

いない場合は省略可能
ーー・— - - -- ---

費日 符定根拠

特定施設人居者牛活介護町こ対する自己負担 基本報酬及び前掲の力II算の利）廿者負担分

待定施設入居者生活介護引こおける人員配磁が手芹い なし

楊合の介護サービス（上乗せサービス）

※ 介護予防・地域釈者型の場合を含むn
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（前払金の受領）※前払金を受領していない場合は省略可能

澪雙拠

想定居注期見（償却年月数）

償却の開始日 ＼＼＼

想定居什期間期を：；：諾雙：す←る場合に備えて受

頷する額（初

初期侶却率 ＼ 

返遠金の
入居後3片以内の契約終了 ＼ 

算定方法 入居後3月を超えた契約終（

1 速帯保証を行う銀行等の名称

2 信託契約を行う信託会社等の名称
前払金の

保証保険を行う保険会社の名称3 
保全先

全国有料老人ホーム協会4 

5 その他（名称：

7.入居者の状況【令和6年4月 1日現在】

（入居者の人数）

性別 男性

女性

年齢別 65寂末洪

65歳以卜．75栽末満

75歳以上85歳未満

85歳以卜．

要介護度別 自立

要支援1

要文援2

斐介護 l

要介護2

要介護3

要介護4

要介護5

入届期間別 6ヶ月末滴

6ヶ月以卜:1年末洪

1年以上5年未満

12 

¥ 

ヶ月

入居日

円

％ 

¥ 
＼ 
＼ 
¥ 

） ¥ 

7人

31人

0人

1人

6人

31人

0人

5人

9人

9人

7人

7人

l人

0人

7人

9人

14人



5年以上 10年末満

10年以卜． 15年末協

15年以上

人
一
人
一
人

8

0

0

 

（入居者の属性）

平均年齢 89.4歳

入居者数の合計 :i8人

入届率※ 95. 0% 

※入居者数の合計を入居定員数で除して得られた割合0 -時的に不在となっている者も人居者に含むJ

（前年度における退居者の状況）
- -—疇•

退居先別の人 自宅等 1人

数 社会福祉施設 4人

医療機関 2人

外亡 8人

その他 0人

生前解約の状 施設側の申し出 0人

況 （解約事化の例）

入店者側の中し出 0人

（解約事由の例）

8.苦情・事故等に関する体制

（利用者からの苦情に対応する窓口等の状況）※複数の窓口がある場合は欄を増やして記入すること。

窓nの名称 苫情相談コーナー

屯話番号 089・・989-6412 

対応している時 平日 午前9時から午後 5時

間 上躍 （休日）

R曜・祝日 （休U)

定休Fl t:.日・祝祭日
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（サービスの提供により賠償すぺき事故が発生したときの対応）

損害賠償青任保険の加人状況 〇あり （その内容）

保険の種類 介護保険社会福祉事業む総合保険

土な保障内容 施設に起因する対人山・故及び対物

事故の補償

2 なし

介艘サービスの提供により陪償す こ）あり （その内容）

べき事故が発生したときの対応 直らに必要な措置を湛じると共に、不可杭力による場合を

除き、速やかに損害の賠借を行う。また、事故の状況及び

事故に際して採った処置について記録する。

2 なし

中故対応及びその予防のための指針 （ り あり 2 なし

（利用者等の意見を把握する体制、第三者による評価の実施状況等）

利用者アンケート調杏、意 10__)ぁり 火施H 令和年月 日

兄箱等利用者の意見等を把 （，意見箱） 結果の開示 1 あり 2 なし

梱する取組の状況 2 なし

火施Ll 令和年月 日

第＝＿者による評価の尖施状 1 あり 評価機関名称

況 結果の開示 1 あり 2 なし

、2) なし

9. 入居希望者への事前の情報開示

入届契約円の雛形 巨 ）入居希望者に公開

2 入居希睾者に交付

3 公開していない

管理規程 い）入居希望者に公OO

2 入居希望者に交付

;3 公開していない

事業収支計回苔 に）入居希望者に公開

2 人居希望者に交付

3 公開していない

財務諸表の要旨 l 入居希望者に公開

2 入居希望者に交付

3 公開していない
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財務諸表の原本 ①入居希望者に公開

2 入居希望者に交付

3 公開していない

10. その他

連営懇談会 汀＼あり I （開催頻度）年 回

2 なし

1 代替措置あり （内容）

2 代替措置なし

提挽ホームヘの移行 に）ぁり（提携ホーム名： ） 

［表示事項］ 2 なし

有料老人ホーム設置時の老人 1 あり 畠なし
福祉法第 29条第1項に規定 3 サービ‘ 尚齢者向け住宅の登録を行っているため、高齢者の

する届出 居住の安定確保に関する法律第23条の規定により、届出が不要

商齢者の居住の安定確保に関 ] あり ① なし

する法律第5条第1項に規定

するサービス付き高齢者向け

住宅の脊録

有料老人ホーム設逍運営指嘩 1 あり ⑦なし

指針「5規模及び構造設備」

に合致しない事項

合致しない事項がある場合

の内容

「6．既存建築物等の活用 1 適合している（代杵措置）

の場合等の特例」 への適合 2 適合している（将来の改菩計両）

性 3 適合していない

有料老人ホーム設雌運営指海 1 あり O）なし
指針の不適合半項

不適合事項がある場合の内容

添付書類：別硲1 （別に尖施する介護サービス一覧表）

別添2 （倒別選択による介護サービスー腔表）

※ 様

説明年月 U 生月 Fl-

説明者岩名

※契約を前提として説明を行った場合は、説明を受けた者の箸名を求める n
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別添1 事業十体が県内で実施する他の介護サービス

介護サービス等の種類 併設・隣接の状i)し 事業所の名称 所在地

く居宅サービス＞

訪問介廊 なう なし 併設 垣牛あいじゅ 松山市市垣生IDT277番地

訪問入浴介聘 あり Gパ）
訪問看調 あり Kか）

訪問リハビリ テーショ ン あり もじ） 愛寿荘 松山市来住町 1171番地 l

居宅療釈麟！指ぬ あり <ii'l) 伊予あいじゅ 伊予市下吾川字北西原 1781番地

通所介護 なし 併設 であい 松山市余戸南5T日3釆 18号

瀬戸あいじゅ 西宇和郡伊方皿Ul1之浜 594番帥

ヽ ハートjJ＿デンつ1シまち 松山市汁町2番 35号

あいじゅ祝谷 松山市祝谷 6丁目 1027番地 l

あいじゅ 松山市来住町ll7l築iil11 

元牛あいじゅ 松山市東垣牛町277番地

通所リハピリテーション ⑮ なし 併設 愛寿荘 松山市来住町 1171来iilll

伴予あいじゅ 伊予市下吾川字北西原 1781悉地

短期入所生活介護 なし 併設 濁戸あいじゅ 西宇和郡伊方町JII之浜 594悉HII

｀ 
あいじゅ祝谷 松山市祝谷6T目1027釆地 1

あいじゅ 松山市来住町 1171釆HIll 

垣l.:1ロあいじゅ 松山市東垣生町277深1llI

短期入所板蓑介護

｀ 
なし 併設

グランドライフであい 松山市余戸南 5丁目 3番 18号

グランドライフ幸樹 松山市東垣生lllT277悉地l

特定施設人居名生活介護 なし 併設 グランドライブ衣111 松山市衣1115「目 8番 l

る あいじゅ新川 伊予市下吾川字北西原 1781番地

グランドライフ況谷 松ll||11祝谷6丁1:31027番地 l

介護予防福祉用具貸与 あり ふ

特定福祉用具販売 あり 匠

く地域花杵型サービス＞

定期巡回・随時対応郊訪問介 あり もシ Iヽ ートガーデンつじよち 松山市辻町2番 35号

夜間対応型訪問介護 あり 玉ゼ

認知症対応型通所介護 a なし 併設 ハートガ・デンつじまち 松111市辻町2番 :-!5乃

地域密着型通所介設 あり 翌 あいじゅ 松山市来住町 1171番地 l

小規校多機能型居宅介護 ⑥ なし 併設 であい 松山巾余戸南 5丁目 3番 18号

認知症対応塑共阿生活介護 なし 併設 油行戸おいじゅ 西字和郡伊ガ町川之浜594番地

こ
おいじゅ祝谷 松山市祝谷 6T日 1027番地 l

伊了＇おいじゅ 伊予1|iト一.:/:!,JI I字北四原 1781番地

ハートガーテン／Jじよち 松山lii辻町2番 35号・

地域密村型特定施設人居者生活介護 あり 返
」I吐祓帝将吋＇！介護．ど）、屈祉施故入所者生活介護 乙 なし 併設 あいじゅ 松山市来住町 1171番地 l

看護小硯模多樅能型居宅介護 あり
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居宅介護支援 なし 併設 恙弄井 Kヶ:-Ill 市ま：｛ギl!f l― 1171 忍•約 1

｀ 
U}了バ伝1¥ l‘‘ ゆ ffi-了9liiド五Iii字1k西ー原 1781悉帥

垣生あいじゅ 松山市東坦生町277番地没寿荘

く居宅介護予防サービス＞

介膊予防訪間介諦 戸 なし 併設

介諦予防訪問入浴介誇 あり ◎ 
介惹予防詰口1店訛 あり しかし

介護r'防訪間リハビリテーション おり し・pリ 恐寿井 松山市来住町 1171悉池 l

介謙予防肛・宅療呑管坪指導 お ~I Gパ） 俯―fあいじゅ 伊予 l{iト・互•川字北西原 1781 番地

介護予防通所介獲 なし 併設 であい 松山市余戸南 5下日 3釆 18号

瀬戸あいじゅ 西宇和郡伊）j町川之浜 594丞抽

｀ 
あいじゅ祝谷 松山市祝谷fi丁El1027悉地 1

あいじゅ 松山市来住町 1171丞jihl

坦生あいじゅ 松山市東垣牛町277番地

介護予防通所リハビリテ・・・ション

｀ 
なし 併設 あいじゅ 松l[j山来仕町 LI71采抽 1

坦牛あいじゅ 松山市東垣生町 277丞地

介護予防短期入所生活介護

｀ 
なし 併設 愛寿辻 松111市来住町 1171来地 1

瀬戸あいじゅ 西中和郡伊方町川之浜 594番坤

あいじゅ祝谷 松山市祝谷67目10.27搭地 l

介護予防短期人所椋養介護 ⑤ なし 併設
あいじゅ 松山市米住町］171丞地 1

垣生かいじゅ 松山市東拓生町277悉坤

介護予防特定施設入届者生活介護 なし 併設 あしヽ じゅ新JII 伊予I|ilぐ百川字北西原 1781番地

グジンドライフであい 松山巾余戸南5Tl:l 3番 18号

さ グランドライフ幸柑 松山巾東垣牛町277番地 l

グランドライフ衣山 松山市衣1115丁R8番 1

グランドライフ祝谷 松山市祝谷6I―目 1027番地 l

介詭予防悩キJLAl具貸与 かl'JGcD 
特定介護予防福祉m具販売 あり

｀ く地域密着型介護予防サービス＞

介護予防詔知症対応型通所介漠 R なし 併設 ハートガーデン、9じ主ち 松閲ii辻『 2番 35 号•

介護了＇防小規柁多機能型居宅介護 足 なし 併設 ハ トJfーデンつじまち 松山市辻町2番 35号
介護予防認知症対応呈共l司牛活介護 なし 併設 瀬戸•あいじゅ 西宇和郡伊）j町川之浜 594番地

⑮ 
伊予あいじゅ 伊予市下吾JII字北西原 178l番地

あいじゅ祝谷 松1L1di祝谷 6丁目 1027番地 1

であい 松山巾余戸南 5丁H3番 18号

介護予防支揉 あり 心

17 



＜介獲保険施設＞

介護老人福祉施設 なし I併設

1番地

介護老人保健施設 に Iなし I併設

介護療養型医療施設 あり

介護医療院 あり

＜介護予防・日常生活支援総合事業＞

I型サ Elなし
通所型サーービス し、・ なし

その他の支援サービス あり〖匹）

18 



別添2 有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅が提供するサービスの一覧表
特定施設入居生活介護（地域 型・介護予を含む）の El定の無 なし I Qbり）

要支援者・要介護者用 I l]冒；！讐賃胄 1個別(;:::ì ロ]るサ~'I 都度歎2 「面戸― 備考

介護サービス

食事介助 なし あり

闘霊・お四聾ーニロニ□□菟［口戸翌：ー：書戸尋：口：：口；□：̀̀：：：：□:：：ロニロニ：ロロロニ：……
iiこ一蔽浴了介助―·屹…·…:-------ー：憂［—:：：―-―-一言 ：：：：：虞□ ：：＇口：［：：：：：：：［：：］：塁塁言：言言：こ言：言言］言言］言：：：
““：（暮蔓憶慰薗：口：：：口：憂［口□̀三夏言□免見…・-------……--:::-------::-------------------------------------…-----
• - - - - - - - - - - - - - - • • • • • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 • • •.. • - - - • • • - - --- - --- - - - --- 9 - --- - - - • ト ー―-----• 卜 ·-• -------•トー―-------------• ・ ---------・ ------------------
通院介助（協力医療機関） なし を竺＞ ＜互エ＞ あり

----L ----------------------------------------------------------• • ------------------------------- ----疇-- - - - - --ト--------ト--------ト-----------ト-----------------------------------------------------------
通院介助（協力医療機関以外） ＜ あり

なし ＜瓦互＞

゜
実費 I協力医療機関以外への通院介助は実費
1,500円／時間（内税）交通費実費別途負担

生活サービス

居室清掃 なし ） あり
謬汲籐……•-.....-…••-•-•-•-•………；ぷじ………如戸て戸-- -一｀苓戸い・＿．．．．．ト・--．．．．．卜●●●●●●--・ー・ ト・・＿．．．＿．．．ー・・_...------------- - ----- - ---- - •……………-

日常の洗濯 さ匹＞ あり なし ＜丘正[ l o ［実黄私物洗潅ぱ業者委託契約による疇庸•--Til厨――………………--:::: -::~なし •… ………•••-...::::~迄芦 ::~詞・ー・::・ ::::1::(．．ー・・ー・ー・_....』...-………•-.... ..............::::..:::-……………
'---.... -.. -........ -. ----. -.. -.... -------------•-------. ----. -.,. ----.. ---... -~-..... -....... ~---~. --~ -.. --------. --------. ---. --. ----. -------------------------------------------------.ー・-------

皇・櫂肛戸．感豆：―_：口：：ロロー・：戸 ：：亙：：：口戸乏］―-：：―・:::Iー＿：一塁：：：I□糧：：：口口：：：口：：：：：口：：：口：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：
聾聾豆：る藝野ぎぎ：：二：：口：：：：：：：：●：:::::::::：□9:[::：：疇 ：：：：：：：・□9::::．． 塁塁：：：i涵登登ら西吐昼：口：：：ロニニ：：：：：：：：
買い物代行（通常の利用区域） なし ＜函互> IC互工＞ あり

…ート……＼五：：伍伍ら五呵玉疇・り：：：三三：：］：：：：□：三：：：：：三 l……--9 ---1500円I通常の利用区域外は 1,500円／回（内税）悶王瓢昇•…......l~~:l: ::...ー●…登し．―― - ···こ．．一聾·ーさら•……..l．ー百―-l:i函祠I原頂•IJ・未入畜埋― - -1.9.066西パ面飼――.... ..—→●-----—ーl
健康管理サービス

冒口；；：門一睡眠等）：｀ ー胄I口［゚［実費：年1回
巳`：三・買唖□：ー］巴1:] ]二噂••II g |:: l言言：：寺「；言：：．．：ここ芦 ：こ言言・ロ

※1 ：利用者の所得等に応じて負担割合が咬わる (1割又は2劉の利用者負担）． ． 
※2 :「ありを記入したとき1ま、各項サーピスの費用が、月額のサーピス要用に包含される場合と、サーピス利用の都度払い1：：よる場合に応じて、いずれかの棚に0を記入する。

※3 :都度払いの場合、 1回あたり 0)金額など、単位を明確にして記入するぐ



別添2 有料老人ホーム・サービス付き萬齢者向け住宅が提供するサービスの一覧表
特定施設入居者生活介護（地域密着型・介護予防を含む）の指定の有無

自立者用 宣誓琶惰胃1嗣 l塁言二額□□―るサに 1都度距□戸
なし I 9辺）

備考

介護サービス

食事介助 くこ二 あり f ぁり

瓢霊•―.:、翌匠聾：ロニロロ三戸：□萎阿□ 口茫こ憂ら口：：：：：：f`：：口羹一費： 口．：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：口

:、:;;j-j西：穏：：•履拭□：：：ーロ：口ー： ―-三二：言二：：―-三万戸：l：:ー·□:l ：：：っ：：：l亙り!り門［杞：曇藷記蘊籍行．．．．ぶ回直函宵蘊店冨
身辺―如助・・・（移動•ー＾着藝え焉）――-----------•ーマ否ニジ-----―おり-------文ここう＿―-―-あ万―...f・. -----— トー・・ーー・・・トー・・・・・・・・・・ト・・・・・・・……………………→一｀へ……………•---...--
....... -------------..... ------------------------•ー・ー・ー・ペー→・・ ・・ ・ •——• -- ・ --------̀ --—• → ・ --------r--------r -------- ••• -----------------------―一呵ヽ一ヽ・・・• ・ • --------------------------------
機能訓練 ぐ口二＿―E9---―ー＜笙E>---E]-----:::::-::::ー:::::」.-……-」....̀̀̀---:::蘊輝福蘊蘊薗-------------・万茎エジ ぁり ＜ あり--̀̀̀:“̀̀̀---三-----•-;;----..---;；・ロ--~ー-]―------― | ―ーーロ[``-|9□。匹：り：塁1一｀｀｀ここ--------
生活サービス

居室清掃 あり あり虹ジ交換―-----....................………て互エy•…•おり·ー．．．．て五エジ· •--•あり---9-------•じ...·---•・………・い…………………………………•-------------- ----

畠9こロニ：：：：：：：：：：：：：：：：：：夏言口:以::：：二尋 ::可言［：：：：：：：［：：：覧：：t:：：窪：：荘藝囲丑韮栖唸§口：：：：：：：：：ロニニ：
塁咲飼茎店壺佐野：：：：口：：：．．：：二：：ロニ：：：：：：二社：：口窪竪：：：：：：：：： ：：：塁：：：：：裏賣□：ロニ：：：ロニ：二：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：埋美容師戸蘊疇戸笑·…•--.....-------- •……--―`----::摩••ーー ：疇：I : ―ー：□： :I::g::: I ：：：詞：］蝉襄豆え蛇社奎羹忙筏：口：：：：：：：：：：：：：：ロー・ーロ：―ー：：：
賃疇凶涌祇行·-,通祗磁誦区域）．．．．．．一●一．．．．返ここ=; ·r···おり,----・て立江シ• あり

1--. -~................ ---.. -.. -. -------. -'. --. -. ----+--. --.... -. -. +------. ---. --+.. --~ ---... -i・・......... 
買い物代行（通常の利用区域外） ぐ四二 あり なし を立二l 。1500円 通常の利用区域外は 1,500円／回（内税）麟直訊存――``--ヽ---`………·ー一三四……••おりー……●尋．―-•-おり?.!········ !-··?···!………--!~…………………………………………………
直 ・ー好釜管通―-…………………---…………→---•………→·· ー..万じ……て包竺ジ下-·-·--「さ-·「i-60-0ー百直IJ叡韮言ー，涵酋／叩疇戸………………

健康管理サービス

入［口：三＝こ：□I冒I丁［゚［繹：年1回 ー

筐疇：：：•賣ぷ物――••-----]甕］二：：［ロニ：：噂1:----.1:-1:：□□言：m：]:::
※1 ：禾l|用者の所得等に応じて負担割合が変わる (1害l又は2吉l|(f)利吊者負担），、
※2 :あり」を記入したときは、各種サービスの費用が、月観のサーピス菩用に包含される堤合と、サーピス禾1芹の都虔払いによる場合に；，もじて、いすれかの襴：こ0を記入すな

※：4 :郭度払いの場合、 1回あた1；'の全額など、単位を明確iこして記入する。




